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基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性 

STEP２ 健康課題の抽出 「全健保組合共通様式」 
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STEP２ 健康課題の抽出 「全健保組合共通様式」 

特徴 対策検討時に留意すべき点 

基
本
情
報
１ 

保
健
事
業
の
実
施
状
況 

■加入者の構成は、全健保組合に比べ男性・女性ともに５５～６
９歳代の割合が高く、２０～３４歳が低い。 

■特定保健指導実施率が全健保組合と比べて低い水準である。
（栗田９．２４％、全健保１５．９％） 
 また被扶養者の特定健診受診率が半数以下（４３．９％）と、
低い水準である。 

■【対策検討における基本的な留意点】一般的な傾向にあてはめると、全体の医療
費が当面増加する方向性の年齢構成である。 
■【対策の重点ポイント】短期的な効果の期待できる対策と、中長期的な効果を狙う
対策を、それぞれの目標を明確にした上で、並行して進めることが必要である。 

■【対策検討における基本的な留意点】①保健事業への利用・参加率を高める対
策を講じる必要がある。 ②被扶養者に関して、受診促進策の検討と、健保以外の
健診の利用状況把握を行う必要がある。 
■【特定保健指導実施率の低さの背景にある要因】①該当者の中から、服薬者、
６０歳以上、過去の保健指導実施者は、指導対象から除いている。 ②該当者の
うち、連続して該当者・指導対象者になっている者（改善しないままの状態が継
続）が２割を占める。 ③過去に、特定保健指導の評価・効果検証・改善という継
続的・科学的な取組ができていない。 
■【背景にある要因からみえる対策】事業主側の産業医・産業保健スタッフ・健康管
理担当と連携した組織的な取組計画の中で、特定保健指導の位置付けを明確に
する必要がある。 

基
本
情
報
２ 

■事業主の労働安全衛生推進の枠組として、医療専門職（産業
医、産業保健スタッフ）がおり、また各事業主ごとに健康管理体制
があり、組織員の健康増進を担っている。 
 健保／事業主間の保健事業推進体制として、健康管理委員会
および適用事業所会議の仕組がある。 
 健保の保健事業と事業主の健康増進施策は、成果の共通点が
多いので、本来、相乗効果を発揮しているべきである。 

■【相乗効果の把握についての現状把握】①過去に一過性あるいは成り行きで相乗
効果につながったケースはあるが、相乗効果を狙った計画的な取組について、健保側
からの働きかけは不十分である。（例：個別に事業主の要請に応じて、健康指導支
援を健保が行っているケースはあるが、フォローや評価・検証・改善の機能は果たして
いない。） ②従来より、相乗効果が不十分なことが、重大な問題として提起されて
いない。 ③連携して相乗効果を発揮するための前提は、役割や情報管理基準の
違いを明確にすることであるが、違いは共通認識されていない。 
■【対策の重点ポイント】①データヘルス計画書の保健事業実施計画に、施策、推
進体制および目標を明記する必要がある。 ②既存の健康管理委員会や適用事業
所会議の仕組を有効活用することで、関係者間の意思疎通を図り、論議およびアク
ションを活性化させ、成果につなげたい。 ③事業主側と健保側の、役割や情報管理
基準の違いを明確にした上で、相乗効果を成果の形で出したい。 
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